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広告

♪子育て情報のご紹介♪

問健康福祉課　子育て支援センター
　電話　080-2997-6959

問健康福祉課　子どもサポート係
　電話　0889-22-7705

「さくらさいたねっと」
の子育て支援センター
のページにアクセスで
きます。

子育て支援センター『なか
よしひろば』の情報はこちらの
QRコードからどうぞ。たくさ
んの参加をお待ちしています。

【さくらさいたねっと】

●佐川町の乳幼児健診や子育て相談、予
防接種等制度やサービス、子育て情報
はこちら

子育て支援センター「なかよしひろば」子育て情報サイト「さくらさいたねっと」

高知松山自動車道（いの～越知）
都市計画原案（図面等）の縦覧、説明会及び公聴会のお知らせ

ー 佐川都市計画道路（３・６・１号加茂越知線）ー
高知県ではこのたび、国道 33号の新たなバイパス道路となる、「高知松山自動車道（いの～越知）」
の都市計画原案（図面等）を作成しましたので、佐川都市計画道路（３・６・１号加茂越知線）に
ついて、原案の縦覧、住民説明会及び公聴会を開催します。

＜都市計画原案の縦覧＞
■縦覧期間
　令和７年６月６日（金）～令和７年６月 20日（金）午前８時 30分～午後５時 15分
　※土曜日及び日曜日を除く
■縦覧場所
　高知県土木部都市計画課（高知県庁６階）　高知市丸ノ内１丁目２− 20
　佐川町建設課（役場１階）　高岡郡佐川町甲 1650 −２
　

＜住民説明会＞
■日時：令和７年６月 11日（水）午後７時～
■場所：佐川町健康福祉センターかわせみ（高知県高岡郡佐川町乙 2310）
※事前申し込み不要、どなたでも参加できます

＜公聴会＞
■日時：令和７年６月 30日（月）午後２時～
■場所：佐川町役場２階　大会議室（高知県高岡郡佐川町甲 1650 − 2）

※公聴会に出席して意見を述べようとする方（当該公聴会縦覧案件に関係する内容に限ります。）
は、令和７年６月 20日（金）までに、意見の要旨とその理由、住所、氏名を記載した書面（公
述申出書）を高知県知事あて（高知県都市計画課あてに送付）に提出してください。（書類の
様式は縦覧期間に配布します。）

※公聴会で意見を述べようとする方がいないときは、公聴会は中止します。公聴会を中止する場
合は、高知県都市計画課のホームページでお知らせします。

問　高知県土木部都市計画課　計画担当　電話088-823-9846
　　佐川町役場　建設課　電話0889-22-7712

広告
ご自宅で療養生活を送る要介護の方、治療が必要あるいは医療機器をしている

方、健康に不安ある方の暮らしを専門的な視点でサポート
①精神疾患の方への支援　②医療処置・病状の観察　③褥瘡予防・処置
④ターミナルケア（在宅での看取り）　⑤療養上のお世話　⑥認知症のケア　⑦訪問リハビリ

●医療保険・介護保険に対応できます。● 24 時間 365 日対応いたします。
訪問看護ステーション　心愛（ここあ）
介護保険事業所番号　3960190555　　　医療機関コード　0190555
TEL：088-855-8189　FAX:088-855-8190　高知市神田 638-22神田 Kコーポ２

おしらせ おしらせ

緊急地震速報の訓練放送を 6月 18日（水）午前 10時頃に防災行政無線にて放送します。
この放送は、国からの緊急地震速報の受信と防災行政無線の自動起動の確認を行うために実施さ

れるものです。住民の皆さまにおかれましては、この機会に可能な範囲で地域や職場で各自、地震
の揺れから身を守る訓練を実施してください。
ただし、気象、地震活動状況などにより急きょ中止することもあります。

問　総務課　危機管理対策室　電話　22-7700

緊急地震速報『訓練放送』のお知らせ

年金事務所出張年金相談を役場で行います！
年金に関する相談・手続を行いますので、お気軽にお越しください。
原則、予約制となりますので、事前にお申込みをお願いします。
※なお、本人様以外が相談に来られる場合は、委任状が必要となります。委任状については日本
年金機構ホームページから印刷するか、役場住民課４番の窓口でお渡しできます。

■日時
７月９日（水）10時～12時、13時～15時

■場所
佐川町役場　2階大会議室

問・申し込み先　高知西年金事務所　電話　088-875-1717
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おしらせ おしらせ

広告

広告
心に寄り添うサービスと安心できるスタッフで心を照らしていきます。
◎病気や障害があり、不安や悩みを相談できる人が身近にほしい。
◎可能な限り自立した生活を送りたい。　◎自宅で最期を迎えたい。

住み慣れた家庭や地域での生活をサポートします。
訪問看護ステーション 照（てる）【24時間　365日対応】
介護保険事業所番号　3960190845　　医療機関コード　0190845
TEL：088-855-3081　FAX:088-855-3082　高知市神田 818-21

軽自動車の車検時の納税証明書が原則不要になりました

佐川町の皆さんに「歴町佐川」まち歩きガイドのご案内

令和７年４月から軽自動車税納付確認システム（軽 JNKS）の対象車両が拡大されたことにより、
車検が必要なすべての車両（三輪・四輪の軽自動車および二輪の小型自動車）の納付情報を軽自動
車検査協会・運輸支局等がオンラインで確認できるようになり、継続検査窓口での納税証明書の提
示が原則不要になりました。
これに伴い、軽自動車税を口座振替・共通納税により納付された方に送付していた軽自動車税（種
別割）納税証明書（継続検査用）の発送を、令和７年度から廃止することとしました。ご理解いた
だきますようお願いします。

なお、次に掲げる場合は、軽 JNKSによる納付確認ができないため、納税証明書（継続検査用）
が必要な場合があります。

〇納付後すぐに車検等（継続検査）を受けたい場合
〇中古車の購入直後の場合
〇他の市町村から引っ越しした直後の場合
〇対象車両に過去の未納がある場合

納税証明書 ( 継続検査用 ) が必要な場合は、役場住民課３番の窓口で申請してください。
問　住民課資産税係電話　22-7704

私たちＮＰＯ法人佐川くろがねの会は町外、県外、国外の観光客に「歴史と文教のまち佐川」を
まち歩きガイドにて案内しております。
国の重要文化財に指定されております「竹村家住宅」をはじめ、「竹村呉服店」「司牡丹」「お酒
のギャラリー・ほてい」「郷校名教館」「旧浜口邸」「佐川文庫庫舎（旧青山文庫）」「うえまち駅」
そして牧野富太郎生家跡「牧野富太郎ふるさと館」などを案内、その中で佐川の歴史と牧野富太郎
などの偉人の話をおりこみ、ガイドを通じて県内外の観光客に佐川
町の魅力を発信しております。
今回は佐川町内の皆さんにも普段の観光コースをガイドさせてい
ただき、あらためて佐川の魅力を知っていただければ幸いです。

日時：6月 15日（日）ＡＭ 9：30～ＡＭ 11：40
集合場所：地場産センター２Ｆ（街並み模型展会場）
上町（酒蔵ロード）をまち歩きガイド（参加費無料）
定員：15名

申込先：佐川くろがねの会　　
（牧野富太郎ふるさと館）　月曜休館

電話0889-20-9800

子どもの生活リズム向上「食べて　動いて　よく寝よう！」　その②
子どもは、食べると動く、動くと疲れる、疲れると寝ます。また、歩くことは運動の基本、走る

こと、跳ぶことは運動の主役といわれています。
朝早く（７時までに）自分で起きて、朝・昼・晩の３食をしっかり食べて、動いて、日中の活動

のほどよい疲れで、夜早く（９時までに）自分で寝るという子ども本来の生活リズムが習慣化でき
ると、自分で「できる」ことが増えていきます。できれば、朝、友だちと歩いて登園・登校する機
会もつくってあげましょう。
朝のウォーミングアップ、夕方のクールダウン、夜の十分な睡眠で、明日への準備をしてあげま

しょう。

体と心を整え育てるために「運動」が大切です。

子どもの健康生活のヒケツ！
①早起きして、園や学校で活動しやすい体温に！
②みんなで楽しく、ルールのある集団遊びをしよう！
③１日に１時間、ゴールデンタイム（15:00～ 17:00）に、外で遊ぼう！

下のQRコードで、詳しい
情報をお読みください。

問　佐川町教育研究所（子どもの生活リズム向上プロジェクト推進委員会）　電話　22-1150
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おしらせおしらせ

今年も出水シーズンを迎え、ダムから放流する機会が多
くなります。ダムから放流するときは、あらかじめサイレ
ンを鳴らしてお知らせしますので、川を利用される方は、
増水にご注意くださるようお願いいたします。

大渡ダムの放流状況はホームページから提供しております。
http://www.skr.mlit.go.JP/oodo/

大渡ダムは、平成 30年 6月より電話応答通報装置の運用を再開しています。
専用電話番号：0889-32-2316( 大渡ダムの放流量等の応答メッセージが流れます。)
筏津ダム放流量等の情報は、フリーダイヤル ( 無料 ) で 24時間放送しています。

フリーダイヤル ( 無料 )0120-26-3679

問国土交通省大渡ダム管理所　電話0889-32-2120
　四国電力株式会社筏津ダム管理所　電話0889-26-1173

国土交通省 ( 大渡ダム ) 及び四国電力 ( 筏津ダム ) からのお願い

サイレン
ウ　〜

１ 分 吹 鳴
(15 秒休み )

サイレン
ウ〜

１ 分 吹 鳴

 サイレンの鳴らし方

○犬のフン・尿の後始末は必ず飼い主の手で行いましょう。
フンの放置は不衛生で、誰にとっても不快で多くの人が迷惑します。
散歩時には、ビニール袋などを携帯し、フンは必ず家に持ち帰りましょう。
また、迷惑となる公共の場所や住宅の塀などにしてしまわないように、普段から、散歩前に自宅

で済ませるよう習慣づけましょう。

○犬の放し飼いは、絶対にしないようにしましょう。
飼い犬が他人に危害を加える事故の防止や、犬が交通事故にあうなどの危険を防ぐため必ずリー

ドにつなぎましょう。また、リードは飼い主がコントロールできる長さで、散歩には犬をコントロー
ルできる人がつれていきましょう。
猫の場合も交通事故や感染症予防のために屋内飼育に努めましょう。

○野良猫への無責任なえさやりはやめてください。
「かわいそうだから」と言ってえさをあげていると、飼い主のいない猫が増え、何匹も集まって、
フン害が発生し近所の方に迷惑をかけることにもなります。えさをあげるのであれば、猫への不妊
･去勢手術やフン尿の始末もしましょう。飼い猫と同じように責任をもって接してください。

動物が好きな方もいれば嫌いな方もいるという意識を持ち、地域のみなさんと動物がお互いに気
持ちよく暮らせる環境と、おもいやりのあるまちづくりのため、マナーを守るようご協力をお願い
します。

問　住民課　生活環境係　電話　22-7706

犬や猫を飼うときはマナーを守り、愛情と責任を持ちましょう

人権相談

行政相談員を委嘱しました

不当な差別や虐待、インターネット上の誹謗中傷など人権に関わる問題について、一人で悩みを
抱えていませんか？
人権擁護委員がさまざまな人権問題に関する相談を無料でお受けしますので、お気軽にご相談く

ださい。
◆相　談　日　　６月 19日（木）

　◆相談時間　　13時～ 15時
◆会　　場　　役場東庁舎２階相談室

問　総務課　人権担当　電話　22-7700

宇賀さよ子さんと和田優子さんを、佐川町行政相談員と
して委嘱しました。（宇賀さんは、総務省行政相談委員も
兼任されます。）
任期は、令和９年３月 31日までの２年間です。
よろしくお願いします。

令和７年度　住民税の納税通知書をお送りします

令和７年度（令和６年分）課税（非課税）証明書・所得証明書の発行について

６月２日（月）に「令和７年度　町民税・県民税・森林環境税　納税通知書」を発送します。　
また、給与特別徴収で納めていただく方には、事業所様宛に５月中旬に「特別徴収税額の決定通
知書」を発送していますので、お勤め先から通知書をお受け取りください。
なお、令和７年度の住民税が課税されない方には、いずれの通知も発送しておりません。

問　住民課　国保住民税係　電話　22-7704

令和７年度（令和６年分）の課税（非課税）証明書・所得証明書は、６月２日（月）から発行い
たします。
マイナンバーカードを使ったコンビニ交付につきましても、同日から令和７年度でご利用いただ
けます。

問　住民課　国保住民税係　電話　22-7704



13 広報さかわ　R7.6 12広報さかわ　R7.6

おしらせおしらせ

佐川町甲1104-9

広告

防災行政無線を
聞き逃したときは

フリーダイヤル  0120 ー 331 ー 259
直近の防災行政無線で放送した内容をきくことができます。

農業委員会からのお知らせ

知って得する農業者年金①　～「農業者年金」とは？～

６月～８月は農地利用状況調査
（農地パトロール）の開催月です

○耕作放棄地は、雑草の繁茂や病害
虫の発生源に留まらず、ゴミの不法
投棄や火災の要因になるなど周辺へ
悪影響を及ぼすことになります。適
宜草刈りを行うなど農地の適正利用
にご協力下さい。
○農業委員会では、耕作放棄地の実
態把握と発生防止、無断転用防止の
目的で農地パトロールを実施してい
ます。農業委員等が調査を行います
のでご理解・ご協力をよろしくお願
いします。

５月末頃に農業者年金基金から直接
受給権者ご本人宛に郵送されます。

６月１日から６月 30 日までに、農
業委員会に提出してください。

11 月の支払いから、現況届が提出
されるまでの間、年金の支払いが差し
止められますので、ご注意ください。

現況届が
届く時期

現況届の
提出時期

提出を忘
れたら…

今月は
農業者年金現況届の提出月です

問　農業委員会　電話　22-7710

各ご家庭に配布しました「わが家の避難行動計画」シートの “台風や大雨のとき”
のフロー図の３段階の判断基準に基づき、わが家が避難すべきかどうか、家族で話
し合って決めましょう。

風や大雨のとき、わが家が避難すべきかどうか！

令和７年度佐川町自治会長会定期総会・町政報告会を開催しました
令和７年４月２７日（日）に健康福祉センターかわせみにおいて、令和７年度佐川町自治会長会

定期総会及び町政報告会を開催しました。定期総会では、令和６年度の事業報告及び決算報告並び
に令和７年度の事業計画及び予算案が審議され、すべて原案通り議決されました。定期総会終了後
の町政報告会では、町執行部より令和７年度予算の概要や主要な事業の説明を行いました。

令和７年度佐川町自治会長会役員
会　長　谷脇　正純
副会長　西森　勝仁
副会長　田村　公孝
監　事　河添　周二
監　事　保木　良史
理　事　 岡　耕作
　〃　　 田　博之
　〃　　山﨑　洋祐
　〃　　土本　誠
　〃　　山脇　弘之

問　まちづくり推進課　企画政策係　電話　22-7740


